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【発行日】平成24年9月6日(2012.9.6)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｔ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月23日(2012.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも半導体基板の一主面側が樹脂層により被覆され、前記半導体基板の一主面と
他の主面の間に位置する側面がスクライブ面となり、前記樹脂層表面にはバンプ電極が形
成される半導体装置において、
　前記半導体基板の他の主面側は、保護シートにより被覆されることを特徴とする半導体
装置。
【請求項２】
　前記保護シートから露出する前記スクライブ面には、前記半導体基板の一部及び前記樹
脂層の他に前記スクライブ面の位置精度を確認する位置精度確認マークが露出することを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　少なくとも前記他の主面側と連続する前記半導体基板の側面の一部が、前記保護シート
により被覆されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　複数の素子形成領域を有し、前記素子形成領域毎にその周囲がスクライブ領域にて囲ま
れる半導体基板に半導体素子を形成し、前記半導体基板の一主面上に前記半導体素子と電
気的に接続する配線層を形成する工程と、
　前記半導体基板の一主面上に前記配線層を被覆する樹脂層を形成し、前記配線層上の前
記樹脂層に開口領域を形成した後、前記開口領域から露出する前記配線層上にバンプ電極
を形成する工程と、
　第１のスクライブ幅を有するスクライブブレードにより前記素子形成領域毎に前記半導
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体基板を個片化し、前記半導体基板の他の主面側に保護テープを貼り合わせ、前記第１の
スクライブ幅よりも狭い第２のスクライブ幅を有するスクライブブレードにより前記保護
テープを前記素子形成領域毎に切断し、前記素子形成領域毎に前記保護シートが貼り合わ
せられた半導体装置を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記半導体基板の他の主面側に貼り合わせられた保護テープを吸引し、前記半導体装置
の前記バンプ電極を実装基板の導電パターン上に固着させる工程とを有することを特徴と
する請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記保護テープは前記半導体基板よりも広いシート材上に貼り合わせられ、前記第２の
スクライブ幅を有するスクライブブレードでは、前記保護シートを切断する際に前記シー
ト材の一部を切断し、
　前記保護シートと前記シート材とを剥離し、前記半導体装置に前記保護シートを貼り合
わせることを特徴とする請求項４または請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記半導体基板上に前記素子形成領域から前記スクライブ領域へと位置精度確認マーク
を形成する工程と、
　前記半導体基板のスクライブ領域を前記第１のスクライブ幅を有するスクライブブレー
ドにより切断し、前記個片化された半導体装置のスクライブ面に露出した前記位置精度確
認マークを確認し、前記半導体装置のスクライブ面の適否を判定する工程とを有すること
を特徴とする請求項４から請求項６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の半導体装置では、少なくとも半導体基板の一主面側が樹脂層により被覆され、
前記半導体基板の一主面と他の主面の間に位置する側面がスクライブ面となり、前記樹脂
層表面にはバンプ電極が形成される半導体装置において、前記半導体基板の他の主面側は
、保護シートにより被覆されることを特徴とする。従って、本発明では、保護シートが緩
衝材として機能し、半導体基板が他部材と接触し、欠けることを防止できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明の半導体装置の製造方法では、複数の素子形成領域を有し、前記素子形成
領域毎にその周囲がスクライブ領域にて囲まれる半導体基板に半導体素子を形成し、前記
半導体基板の一主面上に前記半導体素子と電気的に接続する配線層を形成する工程と、前
記半導体基板の一主面上に前記配線層を被覆する樹脂層を形成し、前記配線層上の前記樹
脂層に開口領域を形成した後、前記開口領域から露出する前記配線層上にバンプ電極を形
成する工程と、第１のスクライブ幅を有するスクライブブレードにより前記素子形成領域
毎に前記半導体基板を個片化し、前記半導体基板の他の主面側に保護テープを貼り合わせ
、前記第１のスクライブ幅よりも狭い第２のスクライブ幅を有するスクライブブレードに
より前記保護テープを前記素子形成領域毎に切断し、前記素子形成領域毎に前記保護シー
トが貼り合わせられた半導体装置を形成する工程とを有することを特徴とする。従って、
本発明では、保護シートを半導体基板よりも大きく切断し、半導体基板の裏面側を保護シ
ートで被覆することで、半導体基板の欠けを防止できる。
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